
申請者 企業局

（１）『 使用材料・図面 』は、訂正ありませんか？

　

　

　 【参考】よくある指摘事項：取出し管ルート、散水栓及びその他水栓、床下ヘッダーバルブ　等の修正（裏面参照）

　　

（２）『 残工事 』（給水用具の未設置など）、『 目視不可 』の箇所は、ありませんか？

　 【参考】よくある残工事、手直し、目視不可による指摘箇所：

　　　　　散水栓・給湯器・逆止弁等給水用具未設置、ヘッダー先2F系統バルブ未設置又は目視不可

　　　　　サドル取付水圧試験、給水管道路占用位置、残留塩素測定、第１止水栓かさ上げ補修　等（裏面参照）

（３）耐圧試験は『適正圧力』となっていますか。

（４）残留塩素は『0.1mg/l』以上ありますか？

（５）『検査申請書添付資料』は揃っていますか？

　　 　① 本チェックシート　　　　　　　　　　　②給水装置工事自主検査報告書

　　 　③工事写真（給水管取出し有りの場合）　　※撮影ポイントは施工基準P.57を参照下さい。

　　　 　㋐ 掘削工事（施工前、分岐部掘削、下水等伏せ越し、その他必要に応じて）

　　　 　㋑ 穿孔・配管（使用材料確認、サドル分水栓取付、分岐穿孔状況、配管状況、被覆、
                                   残留塩素測定状況、放水試験状況、耐圧試験状況）

　　　 　㋒ 復旧工（埋戻し工、路盤工、塗布工、表層工、道路標示工）

　　       　※給水用具が床下等で 検査時に確認できない場合 は、写真 を添付。

＊＊　職員の書類チェックが完了後に、検査を予約して下さい。　＊＊

確認欄

検査申請　チェックリスト（受付番号：5　   －　　　　　　　　）
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上記項目について、全て確認を致しました。

①申請図と現場が異なる場合、再検査 となります！

➡ 変更がないか、必ず 現場担当者 に確認して下さい。

② 図面は、差し替え可能です。検査前に、竣工図面をご提出ください。

👉ワンポイント

① 0.1mg/l未満の場合は、原因究明して下さい。

② 給水管分岐施工の際にも、忘れずに確認下さい！

導水管からの取出し間違いが、検査時に見つかることがあります。

👉ワンポイント

① 習志野市企業局は、上流（配水管穿孔時）1.0 MPa、下流 1.75 MPa 以上です！

② 自主検査報告書・提出写真の間違いが多いです。今一度ご確認下さい。

👉ワンポイント

① 残工事がある場合、再検査 となります！

② 目視不可の箇所は、検査申請時に写真を添付して下さい。

👉ワンポイント


